
第 12回和光市下水道事業運営審議会会議録

平成２８年１１月１７日（木） ４０４会議室
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第 １ ２ 回 和 光 市 下 水 道 事 業 運 営 審 議 会

開 催 日 平成２８年１１月１７日（木） 開会時間 １４時００分

会 場 市役所４階 ４０４会議室 閉会時間 １５時３０分

委 員 の 出 欠 出席 欠席 事務局

長坂 敏史

長坂 滋

安藤 強

本橋 淳男

近藤 やす子

今井 千津子

舩越 靖彦

萩原 三枝子

山田 智好

富澤 美代

上下水道部長 松橋 香二

下水道課課長 深野 充司

下水道課課長補佐 本橋 勝己

下水道課統括主査 金井 宏之

下水道課主査 矢萩 美和

傍聴者 ０名

議 案

（１) 会議録署名委員の選出

（２）下水道の経営状況について（平成２７年度決算等）

（３）組織改正について

発言者

事 務 局

上下水道部長

内 容

開 会

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。

それでは第１２回和光市下水道事業運営審議会を開催いたします。

本日の会議は、和光市下水道事業運営審議会条例第６条第２項の規定により過半数

の出席を得ております。

また、本日の会議は、市民参加条例第１２条第４項の規定に基づき、公開とさせて

いただきます。あわせて、会議録につきましては、同条第６項の規定に基づき、公表

してまいります。

それでは、まず、上下水道部長からご挨拶を申し上げます。

皆様こんにちは。

本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。

また、日頃より下水道事業についてご尽力いただき心から感謝いたします。

本日の議題は、「下水道事業の経営状況について」ということで、平成２７年度の決
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事 務 局

長 坂 会 長

下水道課副主幹

算及び平成２８年度上半期の業務状況について説明をさせていただく予定でございま

す。

また、「組織改正について」ということで、平成２９年１月から和光市役所の組織改

正が行われることについて説明をさせていただく予定でございます。

なお、私は来年の３月で定年退職となりますので、今回が現行の体制における最後

の会議でございます。次回の会議については、新体制での会議の開催となりますので、

よろしくお願いいたします。

本日の会議も、ぜひ、下水道事業に対する忌憚のないご意見をお願いいたします。

これから益々寒くなりますので、ご自愛ください。

以上でございます。

それでは、議事に移りますので、長坂会長、よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入らせていただきます。

はじめに、本日の会議録署名委員の指名をすることになっておりますので、指名い

たします。

第２号委員の安藤委員と第３号委員の近藤委員にお願いしたいと思いますが、両委

員、よろしいでしょうか。

・両委員了承

それでは両委員、よろしくお願いいたします。

次に、議題 につきまして事務局から説明をお願いします。

それでは、議題 下水道の経営状況について、ご説明いたします。

お手元の資料１をご覧ください。

１ページと２ページは、収益的収入及び支出に関する表です。収益的収入の決算額

は１，１３３，４９６，８０９円となり、前年度と比べ２８，７４３，４６７円、２．

６％の増加となりました。これは、他会計補助金が５８，６５７，０００円の増額に

なったことが要因です。収益的支出の決算額は１，０３２，１１７，７１８円となり、

前年度と比べ２７，３７８，４２７円、２．６％の減少となりました。これは、営業

外費用の企業債支払利子が１３，５７６，４５１円の減額になったことが要因です。

３ページと４ページは、資本的収入及び支出に関する表です。資本的収入の決算額

は１０９，９１６，２０１円となり、前年度と比べ１６，６５２，７２２円、１３．

２％の減少となりました。これは、一般会計からの繰入金の誤差３６，７４７，００

０円がなくなったことが要因です。収益的支出の決算額は４９２，２８６，１５７円

となり、前年度と比べ１，６９９，７６７円、０．３％の減少となりました。これは、

雨水幹線改良費等が減少したことや、企業債の返済額が減少したことが要因です。
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続いて、５ページの損益計算書をご覧ください。これは、平成２７年４月１日から

平成２８年３月３１日までの利益を表したものです。

営業収益、営業費用、営業外収益、営業外費用などを差引きした額の１０６，３２

３，１１５円が平成２７年度の当期純利益となりました。

７ページと８ページの平成２７年度和光市下水道事業剰余金計算書をご覧くださ

い。剰余金とは、財産額のうち、資本額を超過した分を意味するもので、源泉別に資

本剰余金と利益剰余金に分かれています。資本剰余金は、資本取引によって保留され

たもので、営業活動の損益によって発生した利益を表しています。これらがどのよう

に増減したかを表した報告書です。８ページの未処分利益剰余金ですが、平成２７年

度の純利益は、繰越利益剰余金と合わせて次年度に繰り越され、利益剰余金として処

理されます。前年度に欠損がある場合は純利益から欠損を差し引いた額が未処分利益

剰余金となります。

９ページの平成２７年度和光市下水道事業剰余金処分計算書をご覧ください。

ここで一つ訂正です。９ページの題名に括弧書きの「（案）」が付いていますが、

平成２７年度決算については平成２８年９月議会で議決されましたので、「（案）」

を二重線で消してください。申し訳ございませんでした。

この表は、次年度に繰り越す剰余金又は欠損金の額や、資本金に組み入れる剰余金

の額を示したものです。

下水道事業では、当年度純利益の１０６，３２３，１１５円から前年度繰越利益欠

損金の２９，３３３，４０８円を差し引いた額から、更に、長期前受金戻入の相当額

である１３５，８４５，６７０円を差し引いた後の額であるマイナス５８，８５５，

９６３円を次年度に繰り越して、今後清算していきます。

また、長期前受金戻入の相当額である１３５，８４５，６７０円を資本金に組み入

れることについて、議会の議決を得て振替えを行いました。

次に、１１ページから１２ページまでの平成２７年度和光市下水道事業貸借対照表

をご覧ください。貸借対照表は、財政状態を明らかにするために、当該事業が保有す

る全ての資産、負債及び資本を統括的に表した報告書になります。総資本が、どのよ

うな源泉から調達されたかを表すとともに、その投入された資本が企業の内部でいか

なる機能を発揮し、どのように運用されているかを示した表になっています。

１１ページの２流動資産の 現金預金１０９，１３５，５２８円が、平成２７年度

末に下水道事業が現金として持っていたお金です。資産、負債及び資本の３つで構成

されていますが、資産の額は負債と資本の合計額と一致することとなっていますので、

１１ページと１２ページの一番下の数字が１２，９８２，５６２，４９１円で一致し

ていることがとても必要になってきます。

次に、１３ページをご覧ください。こちらは、事業の報告書となっています。

まず、業務量ですが、平成２８年３月３１日現在の水洗化人口は、前年度より７２
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６人増加して７６，７２６人となり、水洗化率は前年度より０．１７ポイント増加し

て９８．６７％となりました。また、処理水量は、前年度より２，１４５㎥減少して

８，１８９，５３７㎥に、有収水量は前年度より１０７，０４６㎥増加して８，４５

０，０５７㎥になり、有収率は１０３．１％になりました。

続いて、経営・財務についてですが、収益的収支については、事業収益は１，０８

６，１７２，５６６円となり、事業費は９７９，８４９，４５１円となったため、純

利益は１０６，３２３，１１５円となりました。

資本的収支については、資本的収入額１０９，９１６，２０１円が資本的支出額４

９２，２８６，１５７円に対して不足する額３８２，３６９，９５６円は、当年度分

損益勘定留保資金３８２，３６９，９５６円で補てんしました。

続いて消費税及び地方消費税についてですが、平成２７年度消費税及び地方消費税

のうち、課税年度における課税標準額５９１，６４９，０００円に税率４％及び６．

３％を乗じて計算した税額３７，２７３，８８７円から、この期間中の控除税額１７，

８５６，５８７円を控除した額の１９，４１７，３００円が消費税額となり、地方消

費税額は５，２４０，６００円となりました。これらについては、税務署への支払い

を済ませています。

１４ページをご覧ください。平成２７年度は、 議会議決事項にある二件について

議決を得ました。

行政官庁認可事項は、平成２７年度下水道事業債の起債に対する協議となります。

続いて、 職員に関する事項ですが、平成２７年度は、平成２６年度より１名減り

まして、９名となりました。現在も９名体制で業務を行っています。

１５ページには、平成２７年度に実施した建設改良工事の状況を記載しています。

１７ページには、下水道事業の業務量が示されていますが、注目していただきたい

のは、普及率と水洗化率です。普及率は９６．５４％で、平成２６年度に比べ０．２

ポイント増加しました。また、水洗化率は９８．６７％で、平成２６年度に比べ０．

１７ポイント増加しました。これは、和光市の人口が増加したことに伴い処理人口も

増加したためと考えられます。

１９ページと２０ページは、事業収入に関する事項と事業費に関する事項を平成２

６年度との比較で表しています。括弧内の数字は税込みの金額です。注目いただきた

いポイントは、営業収益が平成２６年度に比べて３６，６０２，２２０円減っている

ことと、営業費用が平成２６年度に比べて４，２５２，９６４円減っていることです。

２１ページには、会計に関する事項を記載していますが、 重要契約の要旨と そ

の他会計経理に関する重要事項に特記事項はありませんでした。 企業債及び一時借

入金の概況ですが、和光市下水道事業は、財務省、株式会社かんぽ生命保険及び地方

公共団体金融機構から借入れをしています。平成２７年度は、５３，０００，０００

円を借り入れており、年度末時点で３，８６６，４７５，１３１円の残高となってお
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長坂会長

ります。

５附帯事項として、公共汚水桝の新設に係る申込み等の概況を記載しています。こ

の表において、申込数と設置数が違うのは、一件の申請で複数の桝の設置を申請する

ことがあるためです。

次に、２２ページをご覧ください。

２２ページには、平成２７年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書が記載

されています。

これは、お金の流れの報告書です。簿記上発生主義の会計に基づき作成された損益

計算書では、収益は現金収入のときではなく、実現的に認識されることから、収益・

費用の認識をする時期と現金の収入・支出が発生する時期において生じますが、キャ

ッシュフローによって一年間の現金の支出が分かりやすくなっている表となっていま

す。注目していただきたいのは、２２ページの一番下に記載されている「資金期末残

高」が平成２７年度末の現金の残高で、１１ページの貸借対照表の現金預金の額と一

致します。

２３ページから２６ページまでは、収入と支出の科目別の明細である収益費用明細

書を記載しています。なお、収益のポイントとしては、２３ページの２営業外収益の

４雑収益に下水道施設占用料の科目がありますが、これは、下水道事業が保有する土

地を使用している個人や法人から納付されるものです。２４ページは費用が科目別に

出ています。２４ページの一番上をご覧いただくと、９７９，８４９，４５１円とな

っていますが、下水道事業が支払いを行った額がこちらになります。

２７ページと２８ページは固定資産明細書となります。この表では、資産と減価償

却費の増減を表しています。こちらは、貸借貸借表に出ている明細を一覧にしたもの

です。２７ページの当年度増加額と当年度減少額で年度内の資産の増減が分かります。

固定資産の評価をして、数値化したものの増減が表されていて、これが貸借対照表

に掲載されることとなります。

２９ページから３４ページまでは企業債明細書を記載しています。ポイントとして

見ていただきたいのは、利率が６．０５％というものがあります。５％台及び６％台

の借入れについては、平成３４年３月に支払いを終える予定です。３３ページと３４

ページをご覧いただくと、平成２７年度は０．１０％で借入れを行っておりますので、

利率は徐々に下がってきているのがご確認いただけるかと思います。

平成２７年度は、３８０，１０７，２４０円を返済し、平成２７年度末の未償還高

は、３，８６６，４７５，１３１円となりました。

３５ページと３６ページには、注記として会計処理の基準を記載しています。

以上で、平成２７年度埼玉県和光市下水道事業決算報告書の説明を終わります。

ありがとうございました。
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下水道課長

長坂会長

下水道課長

数字がたくさん出てきて難しい内容でしたが、今の説明についてご質問のある方は

いらっしゃいますか。

つまり、「儲かった」、「利益が出た」ということでしょうか。

我々は、経営状況を確認するときには５ページにある損益計算書を見るのですが、

売上と費用の差引きである経常利益が１０６，５３０，９６６円あり、その額から過

年度修正損の２０７，８５１円を差し引いて１０６，３２３，１１５円という当年度

純利益が出てきています。

また、１１ページの貸借対照表の現金預金では、年度末の現金の残高が確認できま

す。

さらに、２２ページのキャッシュ・フロー計算書とは、お金の動きと最後に残った

お金の残高を表すものです。一番上に、当年度純利益１０６，３２３，１１５円とあ

りますが、これが先程の損益計算書の純利益の額です。しかし、儲かっても必ずお金

が入ってきているとは限りません。例えば、「掛売りしたものの代金がまだ入金され

ていない」こともありますので、そのような場合にはその分をマイナスします。また、

減価償却費のように「費用として計上されていても実際に現金が支払われない」もの

についてはその分をプラスする等の処理を行います。このように計算をしていき、最

後に現金がいくら残ったかということを表すものです。１１ページの貸借対照表中、

２流動資産の現金の額とキャッシュ・フロー計算書が連動しています。つまり、損益

計算書と貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書は連動しているといえます。

従来の会計制度では、お金が出て行ったときにカウントしていましたが、新しい会

計制度になり、「儲けが出ているのか」、「財産として資産をいくら持っているのか」、

「借入れはいくらあるのか」を確認できる決算になったと言えます。いかがでしょう

か。

監査は受けていらっしゃるのですよね。

受けています。

監査を受けているのであれば、数字については問題ないものと思いますが、我々に

は難しいものですね。

前回もお話ししたと思うのですが、最終的には使用料との関係が出てまいります。

利益があるからといって値上げしなくてもいいということではなく、資産がマイナス

になってしまうようでは値上げしなくてはいけなくなってきます。しかし、借入れの

うち利率の高いものの返済が減ってきて、新たな借入れの金利も下がっているので、

現行の使用料を維持できると考えています。

一方、和光市は県内でも使用料金は安い方ですし、受益者負担金をいただいていな

いという実態があります。まずは、県の処理料金の見直し時期となる平成３０年頃ま

で、現状を維持できるよう、事業の運営をがんばっていきたいと思います。

平成２７年度の決算の段階では、使用料の値上げはしなくても良いという結果にな
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長坂会長

下水道課長

長坂会長

下水道課長

長坂会長

舩越委員

下水道課長

長坂会長

下水道課課長補佐

ったと言えると思います。

営業収益の他会計負担金と営業外収益の他会計補助金の違いは何ですか。

他会計負担金は、雨水処理費用として市からもらっている負担金です。

他会計補助金は、下水道事業を運営していく上で市から補助を受けているもので、

現在約７，０００万円ありますので、これを減らしていくのが課題であり目標です。

しかし、先日博多で起こった事故のように、空洞化等を原因とした事故はどこでも

起こる危険性があり、もしそのような事故等が発生した場合は、補修等に多額の費用

が必要になることから、市からの補助金を減らすという目標を達成することが困難に

なることもあります。

そうすると、約１億円の利益から約７，０００万円の補助金を差し引いた約３，０

００万円が下水道事業としての利益になるということですね。

そうです。

これまでは、収入が儲けなのかどうか分からないまま処理していましたが、今は、

補助金が約７，０００万円なら実際の儲けは約３，０００万円になるということが分

かる決算になったということですね。今のところ、健全財政だということでご理解い

ただければ良いかと思います。

先日の博多の事故は、下水道は関係ないのですか。

新聞の記事によると、下水道が原因では無いようです。

しかし、下水道管についても、管に穴が開いたりするとそこに砂が入り込んで空洞

ができることがあります。和光市の場合は、内径２５センチの管が多く埋設されてお

り、博多ほど大きな管はありませんが、道路安全課と協力して行っている空洞化の調

査の結果、昨年度は３箇所から４箇所の空洞が発見され、補修工事を行いました。

他に質問はございませんか。

それでは、次に、平成２８年度上半期の業務状況について説明をお願いします。

それでは、平成２８年度上半期業務状況説明書についてご説明いたします。

資料３の１ページをご覧ください。

１ページには、平成２８年度上半期の業務の概況を記載しています。

平成２８年９月３０日までの有収水量は、前年同期に比べ１．３％増加し、４，２

２８，３９７㎥になり、下水道使用料調定額は前年同期に比べ１．３％増加し、３１

９，３０２，９８５円となりました。

また、上半期の使用料収納額は、３１１，５１４，４６３円となり、年間予定使用

料収納額の６４８，４１１，０００円に対する割合は、４８．０％です。



8

上半期の主な支出としては、まず、荒川右岸流域下水道建設負担金１３，７７６，

０００円がありました。これは、下水道終末処理場内の建設改良工事にかかる費用を、

処理場を利用している新河岸川流域の１３市町で負担するものです。次に、荒川右岸

流域下水道維持管理負担金６４，１１２，５７６円がありました。これは、下水道処

理費用の負担額で、１㎥あたり３２円の単価に処理水量を乗じて算出した金額です。

続いて、下水道事業債元金償還金１８９，２２３，２３３円ですが、これは元金部分

のみですので、利子は別途支払いを行っています。

平成２８年度上半期は、２２８，２６６，４１７円の純利益になりましたが、減価

償却費等は年度末で経理するため、純利益の算出には含まれていません。

次に、２ページをご覧ください。

予算の執行状況をご説明いたします。

収益的収入及び支出と 資本的収入及び支出は、ともに、表の左側が収入に関す

る数字で、表の右側が支出に関する数字となっています。

収益的収入及び支出の収入からご説明します。まず、下水道事業収益は、営業収

益、営業外収益及び特別利益で構成されています。営業収益には、主に下水道使用料

収入、一般会計からの負担金及び指定工事店の登録手数料が含まれます。営業外収益

には、下水道施設占用料及び預金利息が含まれています。特別利益とは、前年度以前

の使用料で調定が増えたものです。

そして、表の右側の下水道事業費用は、営業費用、営業外費用、特別損失及び予備

費で構成されています。営業費用は、主に維持管理費、収益的支出に割り振られた人

数分の人件費が含まれており、営業外費用には企業債の利息分が含まれています。特

別損失は、前年度以前の使用料で調定が減少したものです。

続いて 資本的収入及び支出ですが、資本的収入は、企業債、補助金、他会計負担

金及び貸付金償還金で構成されています。企業債は、例年年度末に借入れ手続を行う

ため、上半期の執行額はありませんでした。補助金についても、年度末に収入する予

定であるため、上半期の執行額はありませんでした。他会計負担金は主に雨水事業に

かかる費用やそれに係る人件費が含まれています。また、こちらには、和光市駅北口

土地区画整理事業の工事のうち、下水道課で実施する工事で、和光市駅北口土地区画

整理事業が負担金として下水道事業に支払っている金額が含まれます。貸付金償還金

は、水洗便所の改造に係る貸付金で、汲取式から公共下水道への切替え工事を行う際

に無利子で貸し付けた場合に返済される金額のことです。現在、貸付けは行っており

ませんので、執行額はありませんでした。

資本的支出は、建設改良費、企業債償還金、貸付金及び予備費で構成されています。

建設改良費は、工事の設計費及び工事費とこれらに係る人件費が含まれています。企

業債償還金は、借入金の返済額の元金分の額です。年に２回償還を行っておりますが、

そのうちの上半期分がこの金額です。貸付金は、先程ご説明した水洗便所の改造に係
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るものですが、今年度はまだ申込みがないので執行額はありませんでした。

３ページをご覧ください。３ページには、事業資産及び事業損益として、貸借対照

表と損益計算書をグラフで表しています。 貸借対照表は、平成２８年９月３０日現

在の資産の状況を表しており、棒グラフの左側は資産の内訳で、右側は負債及び資本

の内訳です。固定資産には、土地、建物及び下水道の管路施設等の価値を示していま

す。流動資産は１．６％ですが、現金預金及び未収金が含まれています。一方、右側

の固定負債は企業債のうち次年度以降に返済すべき額です。流動負債には、企業債の

うち今年度に償還を予定する元金額、未収金の額及び引当金の額が含まれています。

繰延収益は長期前受金として計上している分で、３３．９％を占めています。その下

は資本金、剰余金と続きますが、剰余金は利益剰余金と資本剰余金との合計額となり

ます。負債と資本の合計額は、資産の合計額と一致していることがご確認いただける

かと思います。

続いて 損益計算書ですが、円全体を収入の全体と考えた場合のグラフとなってい

ます。収益的収入と収益的支出の差引きの結果、円グラフの約半分が純利益となって

います。

収益的支出のうち、総係費の額が非常に多くなっていますが、これは、荒川右岸流

域下水道維持管理負担金の支出が多額であったためです。

次に、４ページをご覧ください。こちらは、２ページでご確認いただいた表中、右

側の費用の内訳を表しています。先程の説明と重複しますので割愛させていただきま

す。

次に、５ページをご覧ください。

５ページから７ページまでは、事業収益収納状況を示したものです。 下水道使用

料（現年度分）の表は、平成２８年４月から９月までの下水道使用料の収納状況に関

するものです。 下水道使用料（過年度分）の表は、前年度までに発生した使用料で、

何らかの理由で納付が遅れている分の収納状況に関するものです。 手数料の表は、

排水設備工事責任技術者の登録手数料及び指定工事店の登録手数料等の収納状況に関

するものです。 預金利息は、下水道事業の預金に対する利息です。 雑収益は、上

半期は対象がありませんでした。 下水道施設占用料は、下水道事業が所有する土地

に電信柱やガス管等の埋設物がある場合、土地の使用料として納付いただいたものの

月ごとの内訳です。未収額がありますが、期限内に納付いただく予定でございます。

８ページから１１ページについては、先程説明のあった平成２７年度埼玉県和光市

下水道事業決算報告書の抜粋です。

以上で説明を終わります。

ありがとうございました。

何か質問はございますか。
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長坂会長

下水道課長

長坂会長

下水道課長

では質問します。

２ページの、２予算執行状況の表の予算現額は、平成２８年度の年間の予算額とい

うことでよろしいですか。

そうです。

いくつか専門的な言葉があるのですが、まず、有収水量とは、使用料としてカウン

トされる処理水量のことです。昨年に比べて１．３％増えており、お金が順調に入っ

てきているということになります。また、調定額というのは、本来入ってくるべき金

額の総額のことです。しかし、全額が納められているわけではないので、実際に入っ

てきた額が収納額となります。収納額は、昨年度より上回っております。

これで見ると半期で約６，０００万円の利益が出ている計算になりますね。

３ページの損益計算書のグラフでは、上半期が終わった時点で約２億円の利益が出

ていることになっていますが、一年契約の委託料等のように、年度末に代金を支払う

ものもあり、下半期に支払いが集中します。ですので、年度末になれば今年度並みの

純利益になるのではないかと考えています。

なお、下水道事業は企業として事業を行っていますので、現在市が施行している和

光市駅北口土地区画整理事業から受けた下水道工事の費用には、手数料を上乗せして

請求をしています。

企業化する前とは変わったのですね。

海外では、企業が水道事業を運営しているところもありますので、日本も少しずつ

変わるかもしれませんね。

他に質問はございますか。

無いようですので、次の議題に移ります。

議題 組織改正についての説明をお願いします。

それでは、組織改正について説明いたします。

下水道課はもともと建設部に属していましたが、平成２４年の組織改正の際に、企

業会計を採用していた水道事業と同じ部になり、上下水道部がスタートしました。

下水道事業は平成２６年度から企業化しましたが、業務も大分落ち着いてきました

ので、当初から予定していた会計、庶務及び人件費等の分野を統合し、「企業経営課」

という課をスタートさせることとなりました。

現在、上下水道部には、水道業務課、水道施設課及び下水道課が属していますが、

平成２９年１月１日からは、水道業務課に代わり「企業経営課」が水道事業会計及び

下水道事業会計の庶務等を担当することとなりました。今回の組織改正は、組織の組

み直しをするイメージです。なお、人事異動については、１２月後半頃に分かる予定

です。
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来年以降は、企業経営課が下水道事業運営審議会の事務を行う主体となりますが、

水道事業運営審議会委員の任期との兼ね合いがありますので、平成３０年５月末の任

期まではこれまでと同じ形態で会議を実施することとなると考えております。

ただし、企業経営課で事務を行う場合においても、この会議は下水道事業に関する

ものですので、下水道課職員も出席することになると思います。この点についてご理

解いただければと思います。

以上です。

ありがとうございました。

下水道事業と水道事業の管理部門を統合した「企業経営課」を新たに設置し、下水

道と水道の施設に関わる業務は下水道課と水道施設課で行うということでよろしいで

すか。

そのとおりです。

予算を組んだり、決算を作成したり、給料を支払うということについて企業経営課

で行うことになります。

分かりました。その他、事務局から何かございますか。

無いようですので、以上で、第１２回和光市下水道事業運営審議会会議を終了いた

します。

ありがとうございました。


